
 
 

諮問第１号 

答申第１号 

平成３０年１１月２８日  

 

海老名市長 内 野  優 殿 

 

海老名市行政不服審査会      

  会 長  鴨志田 勝則     

 

   行政不服審査法第４３条第１項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

 平成３０年９月２７日付けで海老名市長から行われた行政不服審査法第

４３条第１項の規定に基づく次の諮問について、別紙のとおり答申する。 

 

 諮問内容 

 国税徴収法第４７条及び地方税法第１８条に基づき海老名市長が行っ

た処分に関する審査請求について 
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第１ 審査会の結論 

   審査請求人が平成３０年２月２６日付けで提起した、処分庁海老名市長による

国民健康保険税を徴収するために平成２９年１１月２９日付けで行った債権の差

押処分（以下「本件処分」という。）に関する審査請求（以下「本件審査請求」 

という。）については、却下されるべきであるとの審査庁の判断は妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

  (１) 審査請求人は、国民健康保険税平成２４年度第５期から第１０期まで及び

平成２５年度第１期から第１０期までについて、処分庁が督促状を発した日

から起算していずれも１０日を経過した日（国税徴収法（昭和３４年法律第

１４７号）第４７条の規定による差押えができない期間）までに、完納して

いなかった。 

  (２) 処分庁は、各納期に係る滞納額の合計である１７５，８００円及びこれに

対する延滞金を審査請求人から徴収するため、国税徴収法第４７条及び地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２８条の規定により、平成２９年１

１月２９日に第三債務者である株式会社りそな銀行（取扱店：海老名支店）

の普通預金６，９９１円の払戻請求権を差押える本件処分を行った。 

  (３) 処分庁は、国税徴収法第５４条の規定に基づき、審査請求人に対して、同

日付けで差押え調書謄本を交付した。 

  (４) 審査請求人は、平成３０年２月２６日付けで、処分庁に対し、本件処分の

取消しを求める審査請求をした。 

 

第３ 審査関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張の要旨 

   本件処分において、処分庁が差押えの対象とした平成２４年度分の国民健康保

険税の滞納税額については、既に時効が成立している。よって、処分庁の差押等

の処分は違法であるので、その処分の取消しを求める。 

別紙 
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 ２ 処分庁の主張 

  (１) 処分庁の保険年金課（処分当時）は、審査請求人に対して督促状を発した

日から起算していずれも１０日を経過した日までに請求人が滞納税額を完

納していないことを確認して本件処分を実施した。処分庁の保険年金課は、

国税徴収法第４７条及び地方税法第７２８条の規定に基づいて本件手続を

適切に実施したものであり、不当な処分を行っていない。 

  (２) 本件処分に係る滞納税額の時効について、次の理由により、本件処分に係

る滞納金額について時効により消滅しているものはなく、本件処分の手続に

誤りはない。 

    ア 消滅時効は、地方税法第１８条の規定により、法定納期限（納期を分け

ているものは第１期分の納期限）の翌日を起算日として、５年間行使しな

いことによって消滅する。 

    イ 上記アについて、地方税法第１８条の２第１項第２号の規定により、督

促状を発した日から起算して１０日を経過した日までの期間は時効が中断

し、その翌日から時効が改めて進行する。 

    ウ 処分庁は、期別のそれぞれの納付期限到来後に督促状を発している。督

促状ごとに時効が中断する日及び時効が改めて進行する日が異なることと

なるので、同一の年度の滞納で当初の法定納期限が同じであったとしても、

時効の完成については異なる日となる。 

  (３) 処分庁が平成２９年１２月１３日に金融機関に対し差押債権を取り立てた

ことによって、本件処分は消滅している。そのため、審査請求の目的が消滅

している。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

 １ 意見 

本件審査請求は理由がないから、却下するのが相当である。 
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 ２ 理由 

  (１) 差押等について 

     審査請求人が述べている差押えや差押債権の取立てについて、法令に照ら

しても、何ら問題のない対応である。 

  (２) 時効について 

     審査請求人は、平成２４年度の滞納税額の時効を主張しているが、法令の

規定により、納期ごとに時効の成立日が異なるので、処分庁の対応に違法性

はない。 

  (３) 求める裁決について 

     審査請求人の求める裁決については、既に、債権差押に係る取立金として

りそな銀行から平成２９年１２月１３日に納付されており、訴えの利益がな

い。 

 

第５ 調査審議の経過 

   当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。 

時期 内容 

平成３０年 ９月２７日 諮問書の受理 

平成３０年１０月 ２日 審議 

平成３０年１０月２２日 審議 

 

第６ 審査会の判断の理由 

 １ 本件審査請求に係る不服申立ての利益について 

   本件処分について、本件審査請求に不服申立ての利益があるかについて検討す

る。 

  (１) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）が定める行政庁の処分につい

ての審査請求は、当該処分によって違法又は不当に自己の権利又は法律上保

護されている利益を侵害された者が、当該処分の全部又は一部の取消しとい
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う方法によって当該法益を回復しようとするものであるから、上記の方法に

よってこのような侵害された法益が回復される可能性がなくなった場合に

は、審査請求としては不服申立ての利益は消滅するものというべきである。 

  (２) 本件審査請求は、本件処分である滞納税額の差押処分の取消しを求めるも

のであり、法益を回復しようとして行ったものである。 

  (３) しかしながら、本件処分は、処分庁が金融機関に対し差押債権を取立てた

ことによって、その目的を達してその法的効果は消滅している。そのため、

その後において、なお同処分の取消しによって回復すべき法律上の利益はな

いといえる。よって、不服申立ての利益は消滅したと判断せざるを得ない。 

  (４) 以上によれば、本件審査請求は、不適法なものとして却下することが相当

である。 

 ２ 本件処分の適法性について 

   上記１のとおり、本件処分の適法性にかかわらず、本件審査請求は不服申立て

の利益がないものであり不適法なものであるが、審査請求の趣旨を踏まえ、平成

２４年度第５期分をもとに、本件処分に関する滞納税額の時効の取扱いについて

次のとおり確認した。 

   平成２４年度の国民健康保険税の法定納期限は、平成２４年７月２日であった

から、この翌日から５年後の平成２９年７月２日の経過をもって時効が完成する

ところであった。しかし、それ以前の平成２４年１１月２０日に処分庁が督促状

を発送したことによって、その翌日から起算して１０日を経過する日まで時効が

中断し、その翌日の平成２４年１２月１日から再び時効が進行するから、その５

年後の平成２９年１１月３０日の経過をもって時効が完成することになる。とこ

ろが、処分庁は、時効完成前である平成２９年１１月２９日に本件処分である差

押えを行った。 

   以上のことから、本件処分が法令の規定に基づき適切になされたものであると

判断できる。 
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 ３ 結論 

   よって、本件審査請求は不適法であると認められるので、第１に記載のとおり

答申する。 


